
境界確定申請チェックリスト

※以下は市で記載します
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※ご確認ください
　令和５年度にて開催された四市合同の官民境界確定会議（君津市、木更津市、
富津市、袖ヶ浦市及び千葉県公共嘱託登記土地家屋調査士協会木更津地区）を
受け、君津市では境界確定申請の申請代理人を、土地家屋調査士若しくは測量
士の資格を持った個人または法人に限らせていただいております。
　上記に当てはまらない申請代理人による境界確定申請につきましては、原則申
請をお受けいたしかねますので、ご了承ください。

↓下記太枠内の提出資料について、申請書提出者様にてチェック願います。
　　（案件に応じて追加資料の提出を依頼する場合があります）

OK　・　NO

申請者と土地所有者の住所、氏名は合致しているか。

登記事項証明書、法務局備付公図はすべて添付されているか。

代理人の印、住所、氏名は委任状と合致しているか

申請地は、市道、法定外道水路等と接しているか。

受付番号 調査日　　　　　年　　　月　　　日

記入内容点検欄

OK　・　NO受付年月日は記入されているか。

土地所有者一覧
（公図写しに記入あれば省略可。有にチェックください。）

有　・　無

地積測量図
（法務局に備え付けのもの。コピー可）

有　・　無

位置図・案内図
（公共施設や大型店舗など、目標物の
入った分かりやすい内容としてください。）

有　・　無

申請書
（必要事項の記載や押印の有無）

有　・　無

登記事項全部証明書
（所有者確認のため申請地の
登記事項証明を付けてください。

コピー可）

有　・　無

委任状
（必要事項の記載や押印の有無）

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　後日

法務局備付公図
（縮尺に相違が出る可能性があるためオ
ンラインからの印刷は原則不可となりま
す。法務局発行の原本を縮尺に相違が出
ないよう調整したものであれば、その旨を
記載した上でコピー可とします。）

公図写し
（境界確定をするラインに朱線を入れてく
ださい。閲覧日、縮尺、作成日、作成者の

押印も必要となります。）

法務局備付旧紙公図
（区画整理地外など、旧紙公図からの関
連が認められる場所である場合は添付し

てください。カラーコピー可）

有　・　無

事前調査図
（円滑な立会いを行うため、現況の杭位置
などを調査した事前調査図の提出をしてく

ださい。）

公図に、閲覧日、縮尺、作成日、作成者印等は確認できるか。

相続関係図に作成者印があるか。

OK　・　NO

OK　・　NO

OK　・　NO

OK　・　NO

OK　・　NO


